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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

通
則

第
一
編

通
則

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
四
条
の
十
七
～
第
二
十
九

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
～
第
二
十
九
条
の
四

条
の
四
）

）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
二
編

安
全
基
準

第
二
編

安
全
基
準

第
一
章
～
第
一
章
の
三

（
略
）

第
一
章
～
第
一
章
の
三

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
款
・
第
一
款
の
二

（
略
）

第
一
款
・
第
一
款
の
二

（
略
）

第
二
款

車
両
系
建
設
機
械
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止
（
第
百
五

第
二
款

車
両
系
建
設
機
械
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止
（
第
百
五

十
四
条
～
第
百
六
十
六
条
の
四
）

十
四
条
～
第
百
六
十
六
条
）

第
三
款
～
第
五
款

（
略
）

第
三
款
～
第
五
款

（
略
）

第
二
節
～
第
三
節

（
略
）

第
二
節
～
第
三
節

（
略
）

第
三
章
～
第
十
二
章

（
略
）

第
三
章
～
第
十
二
章

（
略
）

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

第
三
編
・
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

（
規
格
又
は
安
全
装
置
の
具
備
に
係
る
事
業
者
の
基
準
）

第
二
十
四
条
の
十
七

法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数

（
新
設
）

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十

二
号
）
第
四
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
定
め
る
数
と
す
る
。

（
規
格
に
適
合
し
た
機
械
等
の
使
用
）
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第
二
十
七
条

削
除

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
機
械
等
及
び
令
第
十
三
条

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
仕
事
の
作
業
を
行
う

（
新
設
）

法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
作
業
従
事
役
員
等
（
以
下
「
作
業
従
事
役
員
等
」

と
い
う
。
）
が
他
の
事
業
者
の
機
械
等
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
事
業
者
」
と
あ

る
の
は
、
「
安
全
装
置
等
を
設
け
た
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
３

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
、
機
械
等
を
用

（
新
設
）

い
て
仕
事
の
作
業
を
行
う
場
合
（
前
項
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、

当
該
機
械
等
の
安
全
装
置
等
を
取
り
外
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

当
該
機
械
等
の
点
検
、
調
整
等
作
業
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い
場
合
で

あ
る
こ
と
。

二

周
囲
の
作
業
従
事
者
と
の
間
に
遮
蔽
物
が
あ
る
又
は
安
全
な
距
離
が
確

保
で
き
て
い
る
な
ど
、
当
該
機
械
等
の
点
検
、
調
整
等
の
作
業
に
よ
り
他

の
作
業
従
事
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と

。

４

作
業
従
事
役
員
等
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
装
置
等

（
新
設
）

を
取
り
外
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な

つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
を
原
状
に
復
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
第
一
項
第
四
号
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

２

事
業
者
は
、
労
働
者
か
ら
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と

。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
適
当
な
措
置

き
は
、
す
み
や
か
に
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
、
機
械
等
を
用

（
新
設
）

い
て
仕
事
の
作
業
を
行
う
場
合
（
第
二
項
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
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当
該
機
械
等
の
安
全
装
置
等
が
取
り
外
さ
れ
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
つ
た
こ

と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

（
自
主
検
査
指
針
の
公
表
）

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
五
項
の
規
定

第
二
十
九
条
の
四

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
る
自
主
検
査
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
別
教
育
の
科
目
の
省
略
）

（
特
別
教
育
の
科
目
の
省
略
）

第
三
十
七
条

事
業
者
は
、
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
特
別
の
教
育
（
以
下
「

第
三
十
七
条

事
業
者
は
、
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
特
別
の
教
育
（
以
下
「

特
別
教
育
」
と
い
う
。
）
の
科
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
特
別
教
育

特
別
教
育
」
と
い
う
。
）
の
科
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

の
対
象
業
務
に
係
る
免
許
を
受
け
、
又
は
技
能
講
習
を
修
了
し
て
い
る
等
十

及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
科
目

分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

に
つ
い
て
の
特
別
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
科
目
に
つ
い
て
の
特
別
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
従
事
役
員
等
は
、

（
新
設
）

特
別
教
育
の
対
象
業
務
に
係
る
免
許
を
受
け
、
又
は
技
能
講
習
を
修
了
し
て

い
る
等
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
特
別
教
育
の
科
目
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
指
針
の
公
表
）

（
指
針
の
公
表
）

第
四
十
条
の
二

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定

第
四
十
条
の
二

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
る
指
針
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
事
業
場
等
に
お
け
る
安
全
衛
生
教
育
の
計
画
及
び
実
施
結
果
報
告
）

（
指
定
事
業
場
等
に
お
け
る
安
全
衛
生
教
育
の
計
画
及
び
実
施
結
果
報
告
）

第
四
十
条
の
三

事
業
者
は
、
指
定
事
業
場
又
は
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が

第
四
十
条
の
三

事
業
者
は
、
指
定
事
業
場
又
は
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が

労
働
災
害
の
発
生
率
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
法
第
五

労
働
災
害
の
発
生
率
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
法
第
五

十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
安
全
又

十
九
条
又
は
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
に

は
衛
生
の
た
め
の
教
育
に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

前
項
の
事
業
者
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
つ
た

２

前
項
の
事
業
者
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
つ
た

法
第
五
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く

法
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
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安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
結
果
を
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に

教
育
の
実
施
結
果
を
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
四
号
の
五
に
よ

、
様
式
第
四
号
の
五
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ

り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
作
成
の
指
示
等
）

（
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
作
成
の
指
示
等
）

第
八
十
四
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
重
大
な
労

第
八
十
四
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
重
大
な
労

働
災
害
は
、
労
働
災
害
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

働
災
害
は
、
労
働
災
害
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

労
働
者
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
災

二

労
働
者
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
別
表
第
一
第
一
級
の
項
か
ら
第
七
級
の
項
ま
で

害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
別
表

の
身
体
障
害
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害
が
生
じ
た

第
一
第
一
級
の
項
か
ら
第
七
級
の
項
ま
で
の
身
体
障
害
欄
に
掲
げ
る
障
害

も
の
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害
が
生
じ
た
も
の
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ

る
も
の

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
九
十
八
条
の
六

事
業
者
（
第
二
十
四
条
の
十
七
に
規
定
す
る
数
以
下
の
労

第
九
十
八
条
の
六

事
業
者
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
六

働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事

条
の
十
六
に
お
い
て
定
め
る
数
以
下
の
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

業
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
役
員
）
で
あ
る
作
業
従

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

事
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
作
業
従
事
事
業
者
」
と
い
う
。

の
代
表
者
又
は
役
員
）
で
あ
る
作
業
従
事
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

）
が
、
労
働
者
（
当
該
事
業
者
の
労
働
者
の
ほ
か
、
他
の
事
業
者
の
労
働
者

い
て
「
作
業
従
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
労
働
者
（
当
該
事
業
者
の
労

が
あ
る
場
合
は
当
該
他
の
事
業
者
の
労
働
者
を
含
む
。
）
と
同
一
の
場
所
に

働
者
の
ほ
か
、
他
の
事
業
者
の
労
働
者
が
あ
る
場
合
は
当
該
他
の
事
業
者
の

お
い
て
仕
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
業
務
に
起
因
す
る
負
傷
又
は

労
働
者
を
含
む
。
）
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
仕
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に

疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
電
子
情
報
処

お
い
て
、
業
務
に
起
因
す
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業
し

理
組
織
を
使
用
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
次
に
掲
げ
る

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
三
十
四
条
の
三

（
略
）

第
百
三
十
四
条
の
三

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条

（
略
）

第
百
三
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
三
十
五
条
の
二

事
業
者
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

第
百
三
十
五
条
の
二

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、

二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、

次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
四
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
三
十
五
条
の
三

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労

第
百
三
十
五
条
の
三

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
自
主
検
査
（
以
下
「
特
定
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
は
、

働
省
令
で
定
め
る
自
主
検
査
（
以
下
「
特
定
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
は
、

第
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

第
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
。

２

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

２

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
法
第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の
検

３

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
検
査
業

査
業
者
（
以
下
「
検
査
業
者
」
と
い
う
。
）
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る

者
（
以
下
「
検
査
業
者
」
と
い
う
。
）
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条

前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏

名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

４

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
行

４

事
業
者
は
、
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当

つ
た
と
き
は
、
当
該
動
力
プ
レ
ス
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を

該
動
力
プ
レ
ス
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明

行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
貼
り
付
け
な
け

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
レ
ス
等
の
補
修
）

（
プ
レ
ス
等
の
補
修
）

第
百
三
十
七
条

事
業
者
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
百
三
十
七
条

事
業
者
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
若
し
く
は
第
百
三
十
五
条

若
し
く
は
第
百
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
又
は
前
条

の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た

の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他

と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

（
新
設
）

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異

常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

。（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
四
十
一
条

（
略
）

第
百
四
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
自
主
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

６

個
人
事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主

（
新
設
）

検
査
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
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必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
一

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
一
条
の
二
十
二

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
三

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
二
十
三

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き

し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た

は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
一
条
の

二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四

（
略
）
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２

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令

２

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

と
す
る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（

３

事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
道
路
運
送
車
両
法

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）

第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項

に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点

の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分

検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二

に
つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
自
主
検
査
を
行

い
。

う
こ
と
を
要
し
な
い
。

４

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場

４

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場

合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を

。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施

実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査

５

事
業
者
は
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当

を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自

該
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月

主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
貼
り

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
二
十
六

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
二
十
六

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
若
し
く
は

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
百
五
十
一
条
の
二
十
二
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に

項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
一

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
一
条
の
三
十
二

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
三

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
三
十
三

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き

し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た

は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
一
条
の

三
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
五

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
三
十
五

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
若
し
く
は

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
百
五
十
一
条
の
三
十
二
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に

項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
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た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
二
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
八

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
一
条
の
三
十
九

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
三
十
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
第
一
項
若
し

第
百
五
十
一
条
の
四
十

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は

く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と

、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
一
条
の



- 14 -

三
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
四
十
二

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
四
十
二

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
若
し
く
は

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
百
五
十
一
条
の
三
十
九
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に

項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
九
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
三

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
一
条
の
五
十
四

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
五

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
五
十
五

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
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し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た

は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
一
条
の

五
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
六

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
六

（
略
）

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
法

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
法

第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の

第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項

二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
不
整
地
運
搬
車
」

第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
不
整
地
運
搬
車
」
と
読

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
不
整
地
運
搬
車
（
道

３

事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
不
整
地
運
搬
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第

路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に

四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の

つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検

規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に

を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項

つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
自
主
検
査
を
行
う

。

こ
と
を
要
し
な
い
。

４

不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合

４

不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合

に
お
け
る
前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し

施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を

５

事
業
者
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該

行
つ
た
と
き
は
、
当
該
不
整
地
運
搬
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検

不
整
地
運
搬
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
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査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
貼
り
付
け

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
百
五
十
一
条
の
五
十
八

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
第
一
項
若

第
百
五
十
一
条
の
五
十
八

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
若
し
く
は

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
百
五
十
一
条
の
五
十
四
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に

項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
四
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
六
十
七
条

（
略
）

第
百
六
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
六
十
八
条

（
略
）

第
百
六
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
六
十
九
条

事
業
者
は
、
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

第
百
六
十
九
条

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の

前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項

事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
七
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
六
十
九
条
の
二

（
略
）

第
百
六
十
九
条
の
二

（
略
）

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四

令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四

十
五
条
第
三
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ

十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一

第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系

両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に

建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ

掲
げ
る
も
の
」
と
、
同
号
ニ
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両

る
も
の
」
と
、
同
号
ニ
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
系
建

系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る

設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の

も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

３

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の

令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク

に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
に
掲

に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

４

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の

令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク

に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
四
号
に
掲
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に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

５

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち

令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
各
号
の

令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク

に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号

ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
五
号
に
掲

に
掲
げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
車
両
系
建
設
機
械
（

６

事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
車
両
系
建
設
機
械
（
道
路
運
送
車
両
法

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）

第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項

に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点

の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分

検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条

に
つ
い
て
は
第
百
六
十
七
条
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を

要
し
な
い
。

７

車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場

７

車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場

合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を

。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施

実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

８

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査

８

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当

を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自

該
車
両
系
建
設
機
械
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月

主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
貼
り

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
百
七
十
一
条

事
業
者
は
、
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し

第
百
七
十
一
条

事
業
者
は
、
第
百
六
十
七
条
若
し
く
は
第
百
六
十
八
条
の
自

く
は
第
百
六
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点

主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と

検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の

き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
六
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

（
新
設
）

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を

認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
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。（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
九
十
四
条
の
二
十
四

（
略
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
五

事
業
者
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
若

第
百
九
十
四
条
の
二
十
五

事
業
者
は
、
前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き

し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た

は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
四
条
の

二
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
自
主
検
査
）

（
特
定
自
主
検
査
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）



- 20 -

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第

２

第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
法
第

四
十
五
条
第
三
項
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に

四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
第

項
第
一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
所
作
業
車
」
と
読

一
号
中
「
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
所
作
業
車
」
と
読
み
替

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
高
所
作
業
車
（
道
路

３

事
業
者
は
、
運
行
の
用
に
供
す
る
高
所
作
業
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四

運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ

十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を

定
に
基
づ
い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ

行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（

い
て
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
自
主
検
査
を
行
う
こ

と
を
要
し
な
い
。

４

高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に

４

高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に

お
け
る
前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た

し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
。

５

事
業
者
又
は
個
人
事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
行

５

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
高

つ
た
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を

所
作
業
車
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か

行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
貼
り
付
け
な
け

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
百
九
十
四
条
の
二
十
八

事
業
者
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
若

第
百
九
十
四
条
の
二
十
八

事
業
者
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
若
し
く
は

し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

第
百
九
十
四
条
の
二
十
四
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に

項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め

お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

個
人
事
業
者
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
百
二
十
八
条

（
略
）

第
二
百
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
二
十
九
条

（
略
）

第
二
百
二
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
三
十
条

（
略
）

第
二
百
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

（
定
期
自
主
検
査
の
記
録
）

第
二
百
三
十
一
条

事
業
者
は
、
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
二
百
三
十
一
条

事
業
者
は
、
前
三
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次

、
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は

の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に
つ

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
事
業
者
」
と
、
「
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

二
百
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
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一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
百
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
補
修
）

（
補
修
）

第
二
百
三
十
三
条

事
業
者
は
、
第
二
百
二
十
八
条
か
ら
第
二
百
三
十
条
ま
で

第
二
百
三
十
三
条

事
業
者
は
、
第
二
百
二
十
八
条
か
ら
第
二
百
三
十
条
ま
で

（
第
二
百
二
十
八
条
第
三
項
、
第
二
百
二
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
百
三
十

の
自
主
検
査
及
び
前
条
の
点
検
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
異
常
を
認
め
た

条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ

と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
場
合
に
お
い
て
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

個
人
事
業
者
は
、
第
二
百
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

（
新
設
）

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
百
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
百
三
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
百
七
十
六
条

（
略
）

第
二
百
七
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
自
主
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

６

個
人
事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主

（
新
設
）

検
査
の
結
果
、
当
該
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
に
異
常
を
認
め
た
と
き

は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
す

る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
）

（
定
期
自
主
検
査
）

第
二
百
九
十
九
条

（
略
）

第
二
百
九
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
検
査
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
補
修
等
）

（
補
修
等
）

第
三
百
条

（
略
）

第
三
百
条

（
略
）

２

個
人
事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第

（
新
設
）

二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
乾
燥
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
に
異
常
を

認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
設

備
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
百
十
七
条

（
略
）

第
三
百
十
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
自
主

（
新
設
）

検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

個
人
事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主

（
新
設
）

検
査
の
結
果
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
に
異

常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
に
、
こ
れ
ら

を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
絶
縁
用
保
護
具
等
の
定
期
自
主
検
査
）

（
絶
縁
用
保
護
具
等
の
定
期
自
主
検
査
）

第
三
百
五
十
一
条

（
略
）

第
三
百
五
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
自
主

（
新
設
）

検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

個
人
事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主

（
新
設
）

検
査
の
結
果
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
等
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
に
、
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
特
別
の
教
育
）

（
特
別
の
教
育
）

第
五
百
九
十
二
条
の
七

（
略
）

第
五
百
九
十
二
条
の
七

（
略
）

２

作
業
従
事
役
員
等
は
、
労
働
者
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
前
項
の
業
務
に

（
新
設
）

就
く
と
き
は
、
同
項
各
号
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
教
育
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
）

第
六
百
四
十
三
条
の
十

法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
、
周
囲
で
作
業
を
行
う
作
業
従
事
者
に
危

害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
と
す
る
。

一

令
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務

二

第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務

三

令
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
係
る
業
務

四

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
作
業
に
係
る
業
務

五

第
百
五
十
一
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
を
用
い
た
荷
の

搬
入
・
搬
出
の
業
務

六

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
定
期
に
実
施
す
る
検
査
、
補
修
等

の
業
務

（
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
）

第
六
百
四
十
三
条
の
十
一

法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
作
業
場
所
管
理
事
業

（
新
設
）

者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
作
業
場
所
管
理
事
業
者
」
と
い
う

。
）
は
、
同
項
の
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
作
業
場

所
管
理
事
業
者
と
同
項
の
請
負
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
負
人
」
と

い
う
。
）
と
の
間
及
び
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
場
所
管
理
事
業
者
等
の
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
百
四
十
三
条
の
十
二

作
業
場
所
管
理
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
の
四
に

（
新
設
）

規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
管
理
す
る
一
の
場
所
に
お
い
て
そ
の
労
働
者
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で
あ
る
作
業
従
事
者
（
当
該
労
働
者
で
あ
る
作
業
従
事
者
の
ほ
か
、
労
働
者

以
外
の
当
該
作
業
場
所
管
理
事
業
者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
者
を
含
む
。
）
及
び
当
該
一
の
場
所
に
お
い
て
事
業
を
行
う
他
の
事

業
を
行
う
者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
随
時
、
作

業
場
所
管
理
事
業
者
と
当
該
事
業
を
行
う
者
と
の
間
及
び
事
業
を
行
う
者
相

互
間
に
お
け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

事
業
を
行
う
者
は
、
作
業
場
所
管
理
事
業
者
が
い
な
い
一
の
場
所
に
お
い

て
そ
の
作
業
従
事
者
及
び
当
該
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
を
行
う

他
の
事
業
を
行
う
者
に
係
る
作
業
従
事
者
が
作
業
を
行
う
場
合
（
当
該
一
の

場
所
に
お
い
て
作
業
を
行
う
作
業
従
事
者
の
中
に
労
働
者
が
い
な
い
場
合
を

除
く
。
）
に
は
、
当
該
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
労
働
災
害

を
防
止
す
る
た
め
、
随
時
、
当
該
他
の
事
業
を
行
う
者
と
相
互
に
連
絡
及
び

調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
作
業
場
所
管
理
事
業
者
以
外
の
事
業
を
行
う

者
は
、
作
業
場
所
管
理
事
業
者
が
行
う
措
置
に
応
じ
て
、
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
作
業
従
事
者
は
、
前
三
項
の
規

定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
る
措
置
に
応
じ
て
、
必
要
な
事
項
を
守
る
も
の
と
す
る

。（
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
型
わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当

該
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

該
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
三
章
（
第
二
百
三
十
七
条
か

働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
三
章
（
第
二
百
三
十
七
条
か
ら
第
二

ら
第
二
百
三
十
九
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
限

百
三
十
九
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
限
る
。
）

る
。
）
に
規
定
す
る
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ

に
規
定
す
る
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）
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第
六
百
四
十
七
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
七
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き

は
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

は
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

発
生
器
及
び
安
全
器
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

四

発
生
器
及
び
安
全
器
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
四
十
八
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
四
十
八
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
（
自
動
溶
接
機
を
除
く

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
（
自
動
溶
接
機
を
除
く

。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
、
法
第
四
十
二

。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
に
、
法
第
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
交

条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
交
流
ア
ー

流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

だ
し
、
次
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

次
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

で
な
い
。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
足
場
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
足
場
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
五
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
五
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
、
足
場
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
足
場

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
、
足
場
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
足
場

に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
十
章
第
二
節
（
第
五

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
十
章
第
二
節
（
第
五
百
五
十

百
五
十
九
条
か
ら
第
五
百
六
十
一
条
ま
で
、
第
五
百
六
十
二
条
第
二
項
、

九
条
か
ら
第
五
百
六
十
一
条
ま
で
、
第
五
百
六
十
二
条
第
二
項
、
第
五
百

第
五
百
六
十
三
条
、
第
五
百
六
十
九
条
か
ら
第
五
百
七
十
二
条
ま
で
及
び

六
十
三
条
、
第
五
百
六
十
九
条
か
ら
第
五
百
七
十
二
条
ま
で
及
び
第
五
百

第
五
百
七
十
四
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
足
場
の
基
準
に
適
合
す
る
も

七
十
四
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
足
場
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す

の
と
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
ク
レ
ー
ン
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ク
レ
ー
ン
等
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
五
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
五
十
六
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

ク
レ
ー
ン
等
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

ク
レ
ー
ン
等
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第

が
定
め
る
基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第

四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合

四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も

す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
六
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
二
号
の
エ
ッ
ク

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
二
号
の
エ
ッ
ク

ス
線
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
法

ス
線
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
法

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適

第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る

合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

（
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
六
百
六
十
二
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

第
六
百
六
十
二
条

注
文
者
は
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
三
号
の
ガ
ン
マ

請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
に
令
第
十
三
条
第
三
項
第
二
十
三
号
の
ガ
ン
マ

線
照
射
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て

線
照
射
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て

は
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格

は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
で
ガ
ン

で
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
係
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

マ
線
照
射
装
置
に
係
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
の
義
務
）

（
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
三
条

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
四
十
四
条

第
六
百
六
十
三
条

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
四
十
四
条

か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
注
文
者
が
第
六
百
四
十
四
条
か
ら

２

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
請
負
人
は
、
注
文
者
が
第
六
百
四
十
四
条
か
ら

第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
う
点
検
、
補

第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
行
う
点
検
、
補
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修
そ
の
他
の
措
置
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

修
そ
の
他
の
措
置
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
の
請
負
人
の
義
務
）

（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
の
義
務
）

第
六
百
六
十
三
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
六
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
六
十

第
六
百
六
十
三
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
請
負
人
は
、
第
六
百
六
十

二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ

二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な

と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

附

則

附

則

（
規
格
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
の
使
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
規
格
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
の
使
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

ボ
イ
ラ
ー
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ボ
イ
ラ
及
び
圧

第
十
条

ボ
イ
ラ
ー
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ボ
イ
ラ
及
び
圧

力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
旧
ボ
イ
ラ

力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
旧
ボ
イ
ラ

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
第
二
種
圧
力
容
器
は
、
法
第
四
十
二
条
の

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
第
二
種
圧
力
容
器
は
、
第
二
十
七
条
及
び

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格

法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十

二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に

二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る

お
け
る
当
該
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い

当
該
第
二
種
圧
力
容
器
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

。
第
十
一
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
ボ
イ
ラ
及
び
圧

第
十
一
条

第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一

力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
労
働
省
令
第

部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
労
働
省
令
第
一
号
）
附
則
第
四
条
第

一
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い

一
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

。
２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二

条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お

条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当

け
る
当
該
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

該
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条

ク
レ
ー
ン
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ク
レ
ー
ン
等

第
十
二
条

ク
レ
ー
ン
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
ク
レ
ー
ン
等

安
全
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
労
働
省
令
第
十
六
号
。
以
下
「
旧
ク
レ
ー
ン
則

安
全
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
労
働
省
令
第
十
六
号
。
以
下
「
旧
ク
レ
ー
ン
則
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」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
ク
レ
ー
ン
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
ク
レ
ー
ン
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
、

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
、

法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大

第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
厚

臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２

法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
旧
ク
レ
ー
ン
則
附
則
第
二
条
第
五
項
の
ク
レ

２

第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
旧
ク
レ
ー
ン
則
附
則
第
二

ー
ン
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

条
第
五
項
の
ク
レ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四

３

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四

十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後

十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け

に
お
け
る
当
該
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

る
当
該
ク
レ
ー
ン
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
三
条

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六

第
十
三
条

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六

年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
簡
易
リ
フ
ト
で
、
同
項

年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
簡
易
リ
フ
ト
で
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合

の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合

す
る
も
の
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

す
る
も
の
は
、
第
二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

は
、
同
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な

す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
簡
易
リ
フ
ト
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二
条

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
簡
易
リ
フ
ト
又
は
そ
の
部
分
が
法
第
四
十
二
条

第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
後
に
お
け
る
当
該

る
当
該
簡
易
リ
フ
ト
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

簡
易
リ
フ
ト
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
譲
渡
等
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
譲
渡
等
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改

第
十
四
条

昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
前
に
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
三
条

を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
認
定
を
受
け
た
木
材
加
工

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
認
定
を
受
け
た
木
材
加
工

用
丸
の
こ
盤
の
反
ぱ
つ
予
防
装
置
又
は
歯
の
接
触
予
防
装
置
に
つ
い
て
は
、

用
丸
の
こ
盤
の
反
ぱ
つ
予
防
装
置
又
は
歯
の
接
触
予
防
装
置
に
つ
い
て
は
、

当
該
安
全
装
置
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
二
条
の
規

当
該
安
全
装
置
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
第
二
十
七
条
及
び
法

定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
五
条

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
前
に
旧
安
衛
則
第
三
十
六
条
の
規
定
に

第
十
五
条

昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
前
に
旧
安
衛
則
第
三
十
六
条
の
規
定
に
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よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
認
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
の

よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
認
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
の

安
全
装
置
並
び
に
ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の

安
全
装
置
並
び
に
ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の

急
停
止
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
の
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
法

急
停
止
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
の
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
第

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

二
十
七
条
及
び
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


